
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一
八

告

示

○
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
件
十
一
件

一
一
八

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
二
一

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
変
更
の
届

出
が
あ
っ
た
件

一
二
二

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
件

一
二
二

正

誤

○
令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
付
け
定
例
第
七
十
三
号
中

一
二
三

規

則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
九
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
納
総
務
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
て
い
る
牛
で
あ
っ
て

次
に
掲
げ
る
も
の

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛

２

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

１
又
は
２
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
牛

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

───────────────────────────────────────────────────────────
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令和２年３月３日 火曜日 福 島 県 報 第85号 119

１

二
本
松
市
（
木
ノ
根
坂
、
大
根
畑
、
宮
沢
、
休
石
原
、
小
関
、
大
関
、
栄
町
、
岳
東
町
、
原
セ

日
照
田
、
立
石
、
隠
里
、
西
町
、
舘
野
一
丁
目
、
箕
輪
一
丁
目
、
箕
輪
二
丁
目
、
箕
輪
三
丁
目
、

馬
場
平
、
南
ト
ロ
ミ
、
中
町
、
大
町
、
錦
町
一
丁
目
、
大
久
保
一
丁
目
、
大
久
保
二
丁
目
、
芹
沢
、

昭
和
町
、
堀
越
、
米
五
町
、
八
坂
町
、
上
蓬
田
、
木
ノ
崎
、
大
平
中
井
、
中
森
、
雄
平
台
、
長
下

の
区
域
に
限
る
。
）
、
本
宮
市
（
稲
沢
、
白
岩
、
長
屋
、
糠
沢
、
松
沢
、
和
田
の
区
域
に
限
る
。
）
、

桑
折
町
、
郡
山
市
（
旧
郡
山
、
大
槻
町
、
片
平
町
、
日
和
田
町
、
喜
久
田
町
、
富
久
山
町
、
田
村

町
、
湖
南
町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
田
村
市
（
船
引
町
の
う
ち
、
春
山
、
芹
沢
、
門
沢
、
堀
越
、

遠
山
沢
、
椚
山
、
永
谷
、
荒
和
田
、
笹
山
、
滝
根
町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
白
河
市
、
浅
川
町
、

中
島
村
、
三
春
町
、
小
野
町
（
小
野
新
町
、
飯
豊
、
浮
金
、
吉
野
辺
の
区
域
に
限
る
。
）
、
西
会

津
町
、
磐
梯
町
、
会
津
坂
下
町
、
柳
津
町
、
会
津
美
里
町
、
南
相
馬
市
（
原
町
区
馬
場
、
原
町
区

深
野
、
鹿
島
区
の
区
域
に
限
る
。
）
、
川
内
村
、
い
わ
き
市
（
遠
野
町
、
四
倉
町
、
小
川
町
の
区

域
に
限
る
。
）
の
各
区
域

２

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
区
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

二
の
区
域
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
生
後
一
歳
以
上
の
牛
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛

２

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

１
又
は
２
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛

５

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
牛

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

生
後
百
八
十
日
以
上
の
馬
で
あ
っ
て
、
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
馬

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

鶏
の
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
ー
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
発

生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
及
び
種
鶏
候
補
鶏

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

急
速
凝
集
反
応
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆
病
の
発
生
の
予
防

そ

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

蜜
蜂

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────
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健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
及
び
細
菌
学
的
検
査

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
発

生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

越
夏
し
て
い
な
い
一
の
監
視
伝
染
病
の
ワ
ク
チ
ン
未
接
種
の
牛
で
あ
っ
て
、
地
理
的
条
件
及
び
自

然
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
も
の

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
又
は
七
面
鳥
（
以
下
「
家
き
ん
」
と

い
う
。
）
を
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
に
あ
っ
て
は
、
十
羽
以
上
）
飼
養
し
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
て
、

福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
家
き
ん
の
う
ち
任
意
の

十
羽
以
上

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
鶏
を
検
査
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
エ
ラ
イ
ザ
法
（
当
該
検
査
で
陽
性
が
確
認
さ

れ
た
と
き
は
、
同
一
血
清
に
つ
い
て
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）
、
鶏
以
外
の
家
き
ん
を
検
査
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

繁
殖
の
用
に
供
し
、
若
し
く
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
豚
又
は
肥
育
の
用
に
供
し
、
若
し

く
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
豚
で
あ
っ
て
、
地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
任
意
の
十
四
頭
以
上
（
十
四
頭

に
満
た
な
い
場
合
は
、
全
頭
）

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
、
酵
素
免
疫
測
定
法
又
は
中
和
試
験

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
死
体
の
所
有
者
は
家
畜
の
死
体
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命

ず
る
。令

和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
牛
の
死
体
（
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産

省
令
第
五
十
八
号
）
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
牛
の
死
体
を
除
く
。
）

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て

い
る
豚

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
（
エ
ラ
イ
ザ
法
及
び
中
和
試
験
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て

い
る
豚

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
エ
ラ
イ
ザ
法
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
い
わ
き
石
川
線

い
わ
き
市
田
人
町
石
住
字
神
山
一
〇
〇

令
和
二
年
三
月
三
日

番
五
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
石
住
字
神
山
六
三
番

三
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会



令和２年３月３日 火曜日 福 島 県 報 第85号122

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ １ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 受 け た 指

定 講 習 機 関 か ら 、 指 定 講 習 機 関 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ２ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 １ 号 ） 第
４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 変 更 の 届 出 が あ っ た 。

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ 日
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江

届 出 に 係 る 指 定 講 習 機 関 と し て 指 定 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 変 更 し た 事 項

氏 名 又 は 名 称 変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

株 式 会 社 福 陽 代 表 者 の 氏 名 佐 久 間 裕 一 吉 野 嘉 晃
自 動 車 教 習 所

（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ２ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け

た 運 転 免 許 取 得 者 教 育 を 行 う 者 か ら 、 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12
年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 変 更 の 届 出 が あ っ
た 。

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ 日
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江

届 出 に 係 る 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 変 更 し た 事 項

氏 名 又 は 名 称 変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

株 式 会 社 福 陽 代 表 者 の 氏 名 佐 久 間 裕 一 吉 野 嘉 晃
自 動 車 教 習 所

（ 運 転 免 許 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
付
け
定
例
第
七
十
三
号
中

一
五

上

後
ろ
か

駅
前
一
丁
目
二
番

大
字
谷
地
小
屋
字
桝
形
一
二
二

ら
一
三

番
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福島県報の購読申込みについて
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【定価 １箇月 3,560円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

令和２年３月３日 火曜日 福 島 県 報 第85号 125

福 島 県 報 購 読 申 込 書

令和 年 月 日

福 島 県 知 事

郵便番号

住所又は主たる事務所の所在地

氏名又は名称及び法人その他の
団体にあっては、その代表者の
氏名 ○印

電話番号

福島県報を 部 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで 箇月間購読します。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


